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外
来
植
物
の
防
除
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
！

～
安
心
し
て
産
み
育
て
る
「
ま
ち
」
を
目
指
し
て
～

奄
美
大
島
・
徳
之
島
・
沖
縄
北
部
及
び
西
表
島
を
世
界
自
然
遺
産
へ
！

へ
き
地
診
療
所
で
「
妊
婦
健
診
」
開
始

■お問合わせ先　図書館・郷土館  ☎ 0997 － 72 － 3799
　　　　　　　　奄美野生生物保護センター  ☎ 0997 － 55 － 8620

皆
さ
ん
は
「
オ
オ

キ
ン
ケ
イ
ギ
ク
」

と
い
う
外
来
植
物

を
御
存
じ
で
し
ょ

う
か
。
5
月
～
7

月
に
咲
く
、
黄
色

い
花
び
ら
の
、
高

さ
30
㎝
～
70
㎝
程

度
の
キ
ク
科
の
植

物
で
す
。
と
て
も

き
れ
い
な
花
な
の

で
す
が
、
繁
殖
力

が
非
常
に
強
く
、

定
着
し
て
し
ま
う

と
在
来
の
野
草
の

生
育
場
所
を
奪

い
、
周
囲
の
環
境

を
一
変
さ
せ
て
し

ま
い
ま
す
。
そ
の

た
め
、
外
来
生
物

法
に
よ
り
「
特
定

外
来
生
物
」
に
指

7
月
の
お
知
ら
せ

お問合わせ先に各課
の直通番号を記載し
ています。
役場代表のお問合わ
せ先はこちらです。
■瀬戸内町役場代表
☎７２ー１１１１
※なお、平日の
17 時 15 分以降や
休日は宿直室につな
がります。vol.65

定
し
、
栽
培
し
た
り

野
外
に
は
な
し
た
り

す
る
こ
と
を
厳
し
く

禁
じ
て
い
ま
す
。
違

反
し
た
場
合
、
最
高

で
個
人
の
場
合
3
年

以
下
の
懲
役
も
し
く

は
３
０
０
万
円
以
下

の
罰
金
、
法
人
の
場

合
1
億
円
以
下
の
罰

金
が
科
せ
ら
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
ご
注
意
く
だ
さ

い
！
ま
た
、
見
つ
け

た
際
に
は
防
除
に
ご

協
力
頂
け
た
ら
と
思

い
ま
す
。

※
本
町
で
も
数
カ
所

確
認
さ
れ
て
い
ま

す
。

■
防
除
方
法

・
十
分
に
乾
燥
、
枯

死
さ
せ
た
上
で
、
燃
や

せ
る
ゴ
ミ
の
袋
へ
入

れ
、
決
め
ら
れ
た
燃
や

せ
る
ゴ
ミ
の
日
に
指
定

の
場
所
へ
出
し
て
く
だ

さ
い
。（
生
き
た
ま
ま

の
運
搬
も
違
法
で
す
）

そ
の
他
の
外
来
植
物
の

情
報
や
、
不
明
な
点
が

ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
お

気
軽
に
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

県
立
大
島
病
院
・
名

瀬
徳
洲
会
病
院
・
地

域
医
療
連
携
推
進
法

人
ア
ン
マ
・
鹿
児
島

県
・
鹿
児
島
大
学
医

学
部
な
ど
様
々
な
機

関
の
ご
尽
力
に
よ
っ

て
「
妊
婦
健
診
」
が

始
ま
り
ま
し
た
。

妊
婦
さ
ん
が
安
心
し

て
安
全
に
妊
婦
生
活

を
送
り
、
健
康
な
赤

ち
ゃ
ん
を
産
む
た
め

に
ロ
ー
リ
ス
ク
の
妊

婦
健
診
を
行
う
目
的

で
、
県
立
大
島
病
院

の
産
婦
人
科
医
師
が

妊
婦
健
診
を
行
い
ま

す
。

※
妊
婦
健
診
の
み
対

応
で
分
娩
は
で
き
ま

せ
ん
。

予
約
制
で
県
立
大
島

病
院
・
名
瀬
徳
洲
会

病
院
の
医
師
の
許
可

が
あ
り
「
瀬
戸
内
へ

き
地
診
療
所
」
で
受

診
を
希
望
さ
れ
る
方

が
対
象
と
な
り
ま
す
。

※
母
子
手
帳
が
必
要
と

な
り
ま
す
。

お
問
合
せ
は
、
へ
き

地
診
療
所
☎
７
２
‐

３
２
１
１
ま
た
は
保
健

福
祉
課
保
健
予
防
係
☎

７
２
‐
１
０
６
８
ま
で

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■
日
時

毎
週
木
曜
日
14
時
～
17

時■
場
所

へ
き
地
診
療
所

■
料
金

妊
婦
健
診
に
か
か
る
料

金
は
無
料
で
す
。

■
申
込
方
法

受
診
す
る
週
の
火
曜
日

ま
で
に
電
話
予
約
し
て

く
だ
さ
い
。

■お問合わせ先　瀬戸内町へき地診療所 ☎ 0997 － 72 － 3211
　　　　　　　　保健福祉課保健予防係 ☎ 0997 － 72 － 1068

≪オオキンケイギク≫

≪オオキンケイギク≫

↑妊婦健診のスタッフ

↑旧救急艇おおとり

オオキンケイギク

■お問合わせ先　財産管理課管財係    ☎ 0997 ー 52 ー 1196
「
旧
救
急
搬
送
艇
お

お
と
り
」
を
、
一
般

競
争
入
札
に
よ
り
売

却
し
ま
す
。
入
札
に

は
、
原
則
と
し
て
町

内
在
住
の
ど
な
た
で

も
参
加
で
き
ま
す
の

で
、
購
入
を
希
望
さ

れ
る
方
は
、
ぜ
ひ
ご

参
加
く
だ
さ
い
。

■
入
札
日
時
・
場
所

▽
日
時　

７
月
21
日

㈫
午
後
２
時

▽
場
所　

瀬
戸
内
町

役
場
４
階
会
議
室

■
売
却
す
る
物
品

旧
救
急
搬
送
艇
お
お

と
り
（
現
状
渡
し
）

１
隻

※
搬
出
に
要
す
る
経

費
は
、
す
べ
て
落
札

者
の
負
担
と
な
り
ま

す
。
な
お
、
搬
出
の

日
時
に
つ
い
て
は
、

財
産
管
理
課
管
財
係

と
事
前
に
協
議
し
て

く
だ
さ
い
。

■
物
品
の
公
開

▽
日
時

町
有
財
産
（
物
品
）
の
売
却
の
お
知
ら
せ

７
月
１
日
㈬
か
ら
入

札
の
日
の
午
前
中
ま

で▽
場
所　

古
仁
屋
漁

港
（
瀬
久
井
・
大
湊

地
区
）

※
見
学
さ
れ
る
方

は
、
必
ず
事
前
に
財

産
管
理
課
管
財
係
へ

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■
申
込
方
法

所
定
の
申
込
書
に
よ

り
申
込
期
間
内
に
直

接
申
込
む
も
の
と

し
、
電
話
、
Ｆ
Ａ
Ｘ

等
に
よ
る
申
込
は
受

け
付
け
ま
せ
ん
。

■
申
込
期
間

７
月
１
日
㈬
午
前
９

時
～
７
月
14
日
㈫
午

後
５
時

①
①
②
②
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↑こちらから年金ポータ
　ルをご覧になれます

町民生活課国民年金係  ☎  0997 － 72 － 1060
奄美大島年金事務所 　 ☎  0997 － 52 － 4341

国
民
年
金
保
険
料
は
納
付
期
限
ま
で
に
納
め
ま
し
ょ
う

平
成
２
年
４
月
か
ら

令
和
３
年
３
月
ま
で

の
国
民
年
金
保
険
料

は
月
額
１
６
５
４
０

円
で
す
。

保
険
料
は
、
日
本
年

金
機
構
か
ら
送
付
さ

れ
る
納
付
書
に
よ

り
、
金
融
機
関
・
郵

便
局
・
コ
ン
ビ
ニ
で

納
め
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
ま
た
、
ク
レ

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に
よ

る
納
付
や
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て

の
納
付
、
そ
し
て
便

利
で
お
得
な
口
座
振

替
も
あ
り
ま
す
。

日
本
年
金
機
構
で

は
、
国
民
年
金
保
険

料
を
納
付
期
限
ま
で

に
納
め
て
い
た
だ

け
な
い
方
に
対
し

て
、
電
話
・
文
書
・

訪
問
に
よ
り
早
期
に

納
め
て
い
た
だ
く
よ

う
案
内
を
行
っ
て
い

ま
す
。
未
納
の
ま
ま

放
置
さ
れ
る
と
、
強

制
徴
収
の
手
続
き
に

よ
っ
て
督
促
を
行

い
、
指
定
さ
れ
た
期

限
ま
で
に
納
付
が
無

い
場
合
は
、
延
滞
料

が
課
せ
ら
れ
る
だ
け

で
な
く
、
納
付
義
務

の
あ
る
方
の
財
産
が

差
し
押
さ
え
さ
れ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
の

で
、
早
め
の
納
付
を

お
願
い
し
ま
す
。

※
納
付
義
務
者
は
被

保
険
者
本
人
、
連
帯

し
て
納
付
す
る
義
務

を
負
う
配
偶
者
及
び

世
帯
主
で
す
。

国
民
年
金
保
険
料
免

除
等
の
申
請
に
つ
い

て保
険
料
が
納
め
忘
れ

の
状
態
で
、
万
一
、

障
害
や
死
亡
等
不
慮

の
事
態
が
発
生
す
る

と
、
障
害
基
礎
年
金

や
遺
族
基
礎
年
金
を

受
け
ら
れ
な
い
場
合

が
あ
り
ま
す
。

経
済
的
な
理
由
等
で

国
民
年
金
保
険
料
を

納
付
す
る
こ
と
が
困

難
な
場
合
は
、
保
険

料
の
納
付
が
免
除
・

猶
予
と
な
る
保
険
料

免
除
制
度
や
「
納
付

猶
予
制
度
（
50
歳
未

満
）」
が
あ
り
ま
す
。

令
和
２
年
度
分
（
令

和
２
年
７
月
分
か
ら

令
和
３
年
６
月
分
ま

で
）
の
免
除
の
受
付

は
令
和
２
年
７
月
１

日
か
ら
開
始
さ
れ
ま

す
（
申
請
時
点
の
２

年
１
か
月
前
ま
で
さ

か
の
ぼ
っ
て
申
請
可

能
）

失
業
等
に
よ
り
保
険

料
を
納
付
す
る
こ
と

が
困
難
に
な
っ
た
も

の
の
、
申
請
を
忘
れ

て
い
た
期
間
が
あ
る

方
は
、
町
民
生
活
課

国
民
年
金
係
へ
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

「
年
金
ポ
ー
タ
ル
」

に
つ
い
て

年
金
ポ
ー
タ
ル
は
、

年
金
に
関
す
る
情
報

を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

上
で
容
易
に
見
つ
け

ら
れ
る
よ
う
に
厚
生

労
働
省
が
作
成
し
た

サ
イ
ト
で
す
。

こ
の
サ
イ
ト
で
は
自

分
の
日
常
生
活
に
合

わ
せ
た
テ
ー
マ
や
、

年
金
制
度
の
基
本
的

な
仕
組
み
に
つ
い

て
、
瞬
時
に
情
報
を

検
索
し
ま
す
。

専
門
用
語
を
で
き
る

だ
け
使
わ
ず
、
図
や

イ
ラ
ス
ト
に
よ
る
解

説
で
シ
ン
プ
ル
に
説

明
し
て
お
り
、
年
金

に
つ
い
て
知
り
た
い

こ
と
が
す
ぐ
に
探
せ

ま
す
。

■お問合わせ先

い
。

■
切
替
方
法

◇
古
仁
屋
市
街
地
の

方
（
大
湊
、
春
日
、

松
江
、
船
津
、
高
丘
、

宮
前
、
瀬
久
井
東
、

瀬
久
井
西
）

役
場
１
階
保
健
福
祉

課
（
国
保
窓
口
）

◇
市
街
地
以
外
の
方

各
集
落
の
嘱
託
員
が

切
替
を
行
い
ま
す
。

※
集
落
毎
で
切
替
方

法
が
異
な
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
の
で
、
お

住
い
の
地
区
の
嘱
託

員
に
お
問
合
せ
く
だ

さ
い
。

※
75
歳
以
上
（
65
歳

以
上
の
障
害
認
定
者

を
含
む
）
の
「
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
」

の
被
保
険
者
証
に
つ

い
て
も
８
月
が
切
替

と
な
っ
て
い
ま
す
。

詳
細
は
、
保
健
福
祉

課
保
険
給
付
係
へ
お

問
合
せ
く
だ
さ
い
。

★
後
発
医
薬
品
（
ジ
ェ

ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
）
の

利
用
促
進
に
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

　

後
発
医
薬
品
は
、
新

薬
の
特
許
期
間
終
了
後

に
製
造
・
販
売
さ
れ
る

薬
で
す
。

　

新
薬
と
同
じ
効
果
を

保
ち
な
が
ら
低
価
格
で

提
供
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
多
く
、
医
療
の
質
を

下
げ
る
こ
と
な
く
、
医

療
費
の
節
約
に
貢
献
し

て
い
ま
す
。

　

ま
ず
は
、
医
師
・
薬

剤
師
に
相
談
し
て
、
後

発
医
薬
品
を
上
手
に
活

用
し
ま
し
ょ
う
。

■お問合わせ先　保健福祉課保険給付係  ☎ 0997 ー 72 ー 1068

■
切
替
期
間

7
月
27
日
㈪
～
8
月

７
日
㈮

8
時
30
分
～
17
時

（
休
日
を
除
く
）

■
持
参
す
る
も
の

①
国
民
健
康
保
険
被

保
険
者
証
（
有
効
期

限
が
令
和
２
年
７
月

31
日
ま
で
の
被
保
険

者
証
）

②
印
鑑
（
ス
タ
ン
プ

印
不
可
）

※
被
保
険
者
証
の
切

替
に
伴
う
準
備
期
間

が
あ
る
た
め
、
７
月

中
に
国
保
税
を
完
納

さ
れ
た
世
帯
（
特
に

金
融
機
関
で
の
お
支

払
の
場
合
）
は
、
完

納
確
認
が
遅
れ
る
た

め
、
行
き
違
い
が
生

じ
て
し
ま
い
ま
す
。

恐
れ
入
り
ま
す
が
、

切
替
の
際
、
必
ず
完

納
さ
れ
た
領
収
証
を

持
参
し
て
く
だ
さ

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
の
切
替
に
つ
い
て
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● 7 月 31 日まで→紺色の保険証　8 月 1 日から→緑色の保険証

後期高齢者医療被保険者証の切替について
■お問合わせ先　保健福祉課保険給付係  ☎ 0997 ー 72 ー 1068

紺（2019 年 8 月～ 2020 年 7 月）

こん

緑（2020 年 8 月～ 2021 年 7 月）

■お問合わせ先　税務課課税係  ☎ 0997 ー 72 － 1116
国
民
健
康
保
険
税
が
変
わ
り
ま
す

国
民
健
康
保
険
で
は
、

被
保
険
者
の
皆
様
の
医

療
費
の
動
向
な
ど
を
踏

ま
え
、
令
和
2
年
度
の

保
険
料
率
を
、
表
の
と

お
り
改
訂
し
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
税
は
、

被
保
険
者
が
安
心
し

て
医
療
機
関
を
受
診

す
る
た
め
に
必
要
な

も
の
で
す
。

ご
理
解
ご
協
力
を
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

変更前
（令和元年度）

所得割額 均等割額 平等割額 課税上限額
医療分 7.40％ 15,100 円 14,800 円 61 万円

後期支援分 3.30％ 5,400 円 5,200 円 19 万円
介護分 2.30％ 7,500 円 5,000 円 16 万円
合計 13.00％ 28,000 円 25,000 円 96 万円

変更後
（令和２年度）

所得割額 均等割額 平等割額 課税上限額
医療分 8.40％ 18,900 円 18,000 円 63 万円

後期支援分 3.40％ 6,000 円 5,600 円 19 万円
介護分 2.20％ 9,100 円 5,800 円 17 万円
合計 14.00％ 34,000 円 29,400 円 99 万円

現在、ご使用中の「後期高齢者医療被保険者証」は有効期限が
令和 2 年 7 月 31 日までとなっており、8 月 1 日以降は新しい保険証となります。

なお、古仁屋市街地にお住まいの方は 7 月下旬にご自宅に郵送します。
市街地以外にお住まいの方は各集落の嘱託員に配布していただきます。

※保険料の滞納がある方は切替ができません。早めの完納をお願いします。

■お問合わせ先　水産振興課港湾漁港係 ☎ 0997 ー 72 ー 1114

こ
の
運
動
は
、
近
年

の
海
岸
に
対
す
る
良

好
な
環
境
へ
の
意
識

の
高
ま
り
、
レ
ク
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
の
場
と

し
て
の
利
用
に
対
す

る
ニ
ー
ズ
の
増
大
な

ど
、
良
好
な
海
岸
環

境
や
利
用
へ
の
国
民

の
期
待
は
ま
す
ま
す

高
ま
っ
て
き
て
い
る

こ
と
か
ら
、
快
適
で

潤
い
の
あ
る
海
岸
環

境
を
積
極
的
に
創
出

し
、
海
岸
愛
護
思
想

や
防
災
意
識
の
普
及

と
啓
発
を
図
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
、
本

年
度
も
7
月
を
『
海

岸
愛
護
月
間
』
と
定

め
、
実
施
し
ま
す
。

な
お
、
海
の
恩
恵
に

感
謝
す
る
と
と
も
に

海
洋
国
日
本
の
繁
栄

を
願
う
日
と
し
て

「
海
の
日
」
が
祝
日

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
海
の
月
間
」（
7
月

令
和
２
年
度
『
海
岸
愛
護
月
間
』

の
実
施
に
つ
い
て

1
日
～
7
月
31
日
）

は
、
海
事
思
想
の
普

及
を
図
る
た
め
、
海

事
関
係
団
体
・
地
方

公
共
団
体
等
の
協
力

を
得
て
実
施
し
て
お

り
、
こ
の
『
海
岸
愛

護
月
間
』
と
相
ま
っ

て
国
民
各
層
に
「
海

の
日
」
の
意
義
を
広

め
る
こ
と
と
し
て
い

ま
す
。

国
民
共
有
の
財
産
で

あ
る
海
岸
へ
の
愛
護

意
識
の
高
揚
と
啓
発

活
動
、
海
岸
愛
護
団

体
の
育
成
、
活
動
支

援
等
に
つ
き
十
分
な

成
果
を
あ
げ
ら
れ
ま

す
よ
う
お
願
い
し
ま

す
。
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　近年、梅雨期の豪雨や台風により、多くの山地災害が発生していることから、梅雨期を迎えるにあたり、土石流
が発生した場合、被害を受ける危険性があり、緊急的な防災対策が必要となりますのでお知らせします。
　雨の日は気象情報や防災無線の情報に注意し早めの避難を心がけましょう。
　特に雨が降っているときに土石流の前兆現象を感じた場合や、市町村からの避難の連絡
があった場合は、速やかに避難所へ避難しましょう。また、記録的な豪雨が予想される場
合は、今までにない規模の災害が起こる危険性があります。さらに、雨が降り止んだ後でも、
土石流が発生することもありますので注意しましょう。
なお、山地災害に関してお気づきのことがあれば、瀬戸内町役場建設課（℡ 72-1197）ま
で連絡してください。

土石流災害について
谷や斜面に貯まった土・石・砂などが梅雨や台風
などの集中豪雨による水と一緒になって、一気に
流れでてくるのが土石流です。破壊力が大きく、
また、速度も速いので、大きな被害をもたらします。

土石流の前兆現象
◦山鳴り、立木の裂ける音、石のぶつかりあう
音が聞こえる
◦雨が降り続いているのに、川の水位が下がる
◦川の水が急に濁ったり、流木が混ざり始める

山崩れの前兆現象
◦わき水の量が急に増える
◦枯れたことの無いわき水が止まる
◦山の斜面を水が走り始める
◦地鳴りの音がきこえだす
◦山の斜面に亀裂が走る
◦山の木が傾く
◦石が転がり落ちてくる

山崩れ災害について
地面にしみこんだ水分が土の抵抗力を弱
め、弱くなった山の斜面が突然崩れるのが
山崩れです。突発的に起こり、瞬時に崩れ
るので、逃げ遅れる人も多く犠牲者の割合
も高くなります。また、地震をきっかけに
起こることもあります。

土石流及び山崩れ災害についてのお知らせ
■お問合わせ先　建設課森林土木係 ☎ 0997 － 72 － 1197

　■お問合わせ先　 農林課農林整備係 ☎ 0997 － 72 － 1174 森
林
の
土
地
の
所
有
者
届
出
制
度
に
つ
い
て

■
制
度
の
概
要

森
林
法
の
改
正

に
よ
り
、
平
成

24
年
４
月
か

ら
、
新
た
に
森

林
の
土
地
の
所

有
者
と
な
っ
た

場
合
に
は
、
市

町
村
長
へ
の
届

出
が
義
務
づ
け

ら
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
届
出

制
度
は
、
森
林

法
に
基
づ
く
施

業
の
勧
告
、
伐

採
及
び
伐
採
後

の
造
林
の
届
出

に
係
る
命
令
等

を
円
滑
に
実
施

す
る
上
で
、
森

林
の
土
地
の
所

有
者
の
異
動
を

把
握
す
る
こ
と

が
重
要
で
あ
る

こ
と
か
ら
創
設

さ
れ
ま
し
た
。

新
た
な
森
林
の

土
地
の
所
有
者

と
は
、
土
地
の

売
買
の
み
で
は

な
く
、
相
続
、

贈
与
に
よ
る
取

得
が
対
象
と
な

る
ほ
か
、
森
林

の
土
地
を
所
有

し
て
い
る
法
人

を
買
収
し
た
こ

と
に
よ
る
土
地

の
取
得
も
対
象

と
な
り
ま
す
。

手
続
き
は
、
森

林
の
土
地
の
所

有
者
に
な
っ
た

日
か
ら
90
日
以

内
に
、
取
得
し

た
土
地
が
あ
る

市
町
村
長
に
届

け
出
る
必
要
が

あ
り
ま
す
が
、

国
土
利
用
計
画

法
上
の
届
出
を

行
っ
た
も
の
に

つ
い
て
は
不
要

と
な
っ
て
い
ま

す
。

■
届
出
に
添
付

す
る
書
類

届
出
書
の
様
式

に
記
入
の
う

え
、
次
の
書
類

を
添
付
し
て
提

出
し
て
下
さ

い
。

①
当
該
森
林
の

土
地
の
位
置
を

示
す
図
面
（
任

意
の
図
面
に
大

ま
か
な
位
置
を

記
入
）

②
当
該
森
林
の

土
地
の
登
記
事

項
証
明
書
（
写

し
で
よ
い
）、

権
利
取
得
の
原

因
と
な
る
事
実

を
証
す
る
書
面

（
土
地
売
買
契

約
書
の
写
し
、

遺
産
分
割
協
議

書
の
写
し
、
土

地
の
権
利
書
の

写
し
な
ど
）

■
各
種
資
料
に

つ
い
て

各
種
資
料
（
届

出
書
様
式
（
Ｗ

ｏ
ｒ
ｄ
）、
記

入
例
、
関
係
法

令
、
Ｑ
＆
Ａ
）

は
、
林
野
庁
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
出
来
る
ほ

か
、
市
町
村
役

場
な
ど
に
備
え

ら
れ
て
い
ま

す
。
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☑7月のお知らせ

（別紙２）

環 境 省
厚生労働省
令和2年5月

新型コロナウイルス感染症に関する情報：
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

熱中症に関する詳しい情報： https://www.wbgt.env.go.jp/

新型コロナウイルスの出現に伴い、感染防止の３つの基本である①身体的距離の確保、②マスクの着用、

③手洗いや、「３密（密集、密接、密閉）」を避ける等の「新しい生活様式」が求められています。このよ

うな「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイントは以下のとおりです。

「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイント

１ 暑さを避けましょう

・エアコンを利用する等、部屋の温度を調整

・感染症予防のため、換気扇や窓開放によって換気を

確保しつつ、エアコンの温度設定をこまめに調整

・暑い日や時間帯は無理をしない

・涼しい服装にする

・急に暑くなった日等は特に注意する

３ こまめに水分補給しましょう

・のどが渇く前に水分補給

・1日あたり１.２リットルを目安に

・大量に汗をかいた時は塩分も忘れずに

高齢者、子ども、障害者の方々は、熱中症になりやすいので十分に注意しましょう。３密

（密集、密接、密閉）を避けつつ、周囲の方からも積極的な声かけをお願いします。

４ 日頃から健康管理をしましょう

・日頃から体温測定、健康チェック

・体調が悪いと感じた時は、無理せず

自宅で静養

厚生労働省

５ 暑さに備えた体作りをしましょう

・暑くなり始めの時期から適度に運動を

・水分補給は忘れずに、無理のない範囲で

・「やや暑い環境」で「ややきつい」と

感じる強度で毎日30分程度

２ 適宜マスクをはずしましょう

・気温・湿度の高い中でのマスク着用は要注意

・屋外で人と十分な距離（２メートル以上）を確保で

きる場合には、マスクをはずす

・マスクを着用している時は、負荷のかかる作業や運

動を避け、周囲の人との距離を十分にとった上で、

適宜マスクをはずして休憩を

距離を十分にとる

（別紙２）

環 境 省
厚生労働省
令和2年5月

新型コロナウイルス感染症に関する情報：
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

熱中症に関する詳しい情報： https://www.wbgt.env.go.jp/

新型コロナウイルスの出現に伴い、感染防止の３つの基本である①身体的距離の確保、②マスクの着用、

③手洗いや、「３密（密集、密接、密閉）」を避ける等の「新しい生活様式」が求められています。このよ

うな「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイントは以下のとおりです。

「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイント

１ 暑さを避けましょう

・エアコンを利用する等、部屋の温度を調整

・感染症予防のため、換気扇や窓開放によって換気を

確保しつつ、エアコンの温度設定をこまめに調整

・暑い日や時間帯は無理をしない

・涼しい服装にする

・急に暑くなった日等は特に注意する

３ こまめに水分補給しましょう

・のどが渇く前に水分補給

・1日あたり１.２リットルを目安に

・大量に汗をかいた時は塩分も忘れずに

高齢者、子ども、障害者の方々は、熱中症になりやすいので十分に注意しましょう。３密

（密集、密接、密閉）を避けつつ、周囲の方からも積極的な声かけをお願いします。

４ 日頃から健康管理をしましょう

・日頃から体温測定、健康チェック

・体調が悪いと感じた時は、無理せず

自宅で静養

厚生労働省

５ 暑さに備えた体作りをしましょう

・暑くなり始めの時期から適度に運動を

・水分補給は忘れずに、無理のない範囲で

・「やや暑い環境」で「ややきつい」と

感じる強度で毎日30分程度

２ 適宜マスクをはずしましょう

・気温・湿度の高い中でのマスク着用は要注意

・屋外で人と十分な距離（２メートル以上）を確保で

きる場合には、マスクをはずす

・マスクを着用している時は、負荷のかかる作業や運

動を避け、周囲の人との距離を十分にとった上で、

適宜マスクをはずして休憩を

距離を十分にとる

（別紙２）

環 境 省
厚生労働省
令和2年5月

新型コロナウイルス感染症に関する情報：
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

熱中症に関する詳しい情報： https://www.wbgt.env.go.jp/

新型コロナウイルスの出現に伴い、感染防止の３つの基本である①身体的距離の確保、②マスクの着用、

③手洗いや、「３密（密集、密接、密閉）」を避ける等の「新しい生活様式」が求められています。このよ

うな「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイントは以下のとおりです。

「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイント

１ 暑さを避けましょう

・エアコンを利用する等、部屋の温度を調整

・感染症予防のため、換気扇や窓開放によって換気を

確保しつつ、エアコンの温度設定をこまめに調整

・暑い日や時間帯は無理をしない

・涼しい服装にする

・急に暑くなった日等は特に注意する

３ こまめに水分補給しましょう

・のどが渇く前に水分補給

・1日あたり１.２リットルを目安に

・大量に汗をかいた時は塩分も忘れずに

高齢者、子ども、障害者の方々は、熱中症になりやすいので十分に注意しましょう。３密

（密集、密接、密閉）を避けつつ、周囲の方からも積極的な声かけをお願いします。

４ 日頃から健康管理をしましょう

・日頃から体温測定、健康チェック

・体調が悪いと感じた時は、無理せず

自宅で静養

厚生労働省

５ 暑さに備えた体作りをしましょう

・暑くなり始めの時期から適度に運動を

・水分補給は忘れずに、無理のない範囲で

・「やや暑い環境」で「ややきつい」と

感じる強度で毎日30分程度

２ 適宜マスクをはずしましょう

・気温・湿度の高い中でのマスク着用は要注意

・屋外で人と十分な距離（２メートル以上）を確保で

きる場合には、マスクをはずす

・マスクを着用している時は、負荷のかかる作業や運

動を避け、周囲の人との距離を十分にとった上で、

適宜マスクをはずして休憩を

距離を十分にとる

「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイント

■お問合わせ先　瀬戸内町商工会 青年部 ☎ 0997 － 72 － 0147 司
法
書
士
に
よ
る
法
律
相
談
会

（
無
料
）
の
ご
案
内

瀬
戸
内
町
商
工
会
青
年
部
主

催
の
、
司
法
書
士
に
よ
る
法

律
相
談
会
（
無
料
）
を
下
記

の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。

事
前
に
予
約
さ
れ
る
と
、
優

先
的
に
ご
相
談
頂
け
ま
す
。

た
と
え
ば
、
相
続
や
遺ゆ
い

言ご
ん

に

つ
い
て
、
不
動
産
の
名
義
変

更
に
つ
い
て
、
老
後
の
資
産

管
理
、
成
年
後
見
制
度
っ
て

何
？　

会
社
を
作
り
た
い
。

な
ど
な
ど
、
様
々
な
お
悩
み

も
気
軽
に
相
談
く
だ
さ
い
。

■
相
談
日
時

7
月
16
日
㈭
午
前
10
時
～

午
後
１
時

■
相
談
場
所

町
営
コ
ー
ラ
ル
タ
ウ
ン
船
津

団
地
集
会
所

※
正
式
な
依
頼
に
至
っ
た
段

階
で
、費
用
が
発
生
し
ま
す
。

「令和 2 年度の熱中症予防行動」
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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
緊
急
経
済

対
策
に
お
け
る
町
税
等
の
措
置
に
つ
い
て

瀬
戸
内
町“

さ
さ
え
愛”

ク
ー
ポ
ン
事
業
に
つ
い
て
（
お
知
ら
せ
）

①
徴
収
の
猶
予
制

度
に
つ
い
て

収
入
が
大
幅
に
減

少
（
前
年
同
期
比

20
％
以
上
の
減

少
）
し
た
場
合
、

無
担
保
か
つ
延
滞

金
な
し
で
1
年

間
、
徴
収
を
猶
予

で
き
ま
す
。

※
令
和
2
年
2
月

1
日
か
ら
令
和
3

年
1
月
31
日
ま
で

に
納
期
限
が
到
来

す
る
町
税
等
に
つ

い
て
適
用
。

■
お
問
合
わ
せ
先

税
務
課
収
納
係
☎

７
２
‐
１
１
１
７

②
町
税
等
の
軽
減

措
置
・
減
免
に
つ

い
て

▽
固
定
資
産
税

収
入
が
大
幅
に
減

少
（
令
和
2
年
2

月
～
10
月
ま
で
の

任
意
の
3
か
月
間

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

影
響
に
よ
り
活
動
自
粛
等

を
行
っ
て
い
る
瀬
戸
内
町

民
へ
の
生
活
支
援
・
町
内

事
業
者
へ
の
景
気
対
策
を

目
的
と
し
て
、
瀬
戸
内
町

民
（
６
月
９
日
時
点
で
住

民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ

て
い
る
方
）
に
「
瀬
戸
内

町
さ
さ
え
愛
ク
ー
ポ
ン
」

を
発
行
し
ま
す
。
１
人
当

た
り
５
０
０
０
円
分
の

ク
ー
ポ
ン
（
１
枚
500
円
の

10
枚
綴
り
）
を
世
帯
主
宛

て
に
同
一
世
帯
の
家
族
分

を
郵
送
し
ま
す
。

■
郵
送
時
期

６
月
末
を
目
途
に
レ
タ
ー

の
売
り
上
げ
が
、

前
年
同
期
比
30
％

以
上
の
減
少
）
し

た
場
合
、
令
和
3

年
度
の
固
定
資
産

税
を
減
免
す
る
。

▽
国
民
健
康
保
険

税
・
介
護
保
険
料
・

後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料

①
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
に

よ
り
、
主
た
る
生

計
維
持
者
が
死
亡

し
、
又
は
重
篤
な

傷
病
を
負
っ
た
世

帯
の
方

➡
保
険
料
（
税
）

を
全
額
免
除

②
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
に
よ
り
、
主

た
る
生
計
維
持
者

の
収
入
減
少
が
見

込
ま
れ
る
世
帯
の

方➡
保
険
料
（
税
）

の
一
部
を
減
額

パ
ッ
ク
プ
ラ
ス
（
特
定
封
筒

郵
便
物
、
対
面
授
受
）
に
て

郵
送
予
定
。

■
注
意
事
項

※
対
象
店
舗
で
の
み
使
用
可

能
。

※
転
売
、
現
金
と
の
引
換
、

及
び
そ
の
他
の
商
品
券
や
他

の
金
券
と
の
交
換
不
可
。

※
盗
難
、
紛
失
ま
た
は
滅
失

に
関
し
て
町
は
責
任
を
負
い

ま
せ
ん
。

※
お
つ
り
は
出
ま
せ
ん
。

※
有
効
期
限
内
外
に
関
わ
ら

ず
現
金
で
の
払
戻
不
可
。

■
そ
の
他

親
族
等
か
ら
の
暴
力
を
理
由

に
避
難
さ
れ
て
い
る
方
（
Ｄ

保
険
料
（
税
）
が

一
部
減
額
さ
れ
る

具
体
的
な
要
件

【
国
民
健
康
保
険

税
・
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
の

方
】

⑴
事
業
収
入
や
給

与
収
入
な
ど
、
収

入
の
種
類
ご
と
に

見
た
収
入
の
い
ず

れ
か
が
、
前
年
に

比
べ
て
10
分
の
３

以
上
減
少
す
る
見

込
み
で
あ
る
こ

と
。

⑵
前
年
の
所
得

の
合
計
額
が

１
０
０
０
万
円
以

下
で
あ
る
こ
と
。

⑶
収
入
減
少
が
見

込
ま
れ
る
種
類
の

所
得
以
外
の
前
年

の
所
得
の
合
計
額

が
４
０
０
万
円
以

下
で
あ
る
こ
と
。

【
介
護
保
険
料
の

Ｖ
避
難
者
）
で
、
ク
ー
ポ

ン
の
送
付
先
変
更
を
希
望

す
る
方
は
届
出
が
必
要
で

す
。
６
月
26
日
㈮
ま
で
に

商
工
観
光
課
ま
で
ご
連
絡

下
さ
い
。

ク
ー
ポ
ン
参
加
店
募
集

中
！

ク
ー
ポ
ン
利
用
可
能
店
舗

の
参
加
申
込
を
受
付
中
で

す
。

詳
し
く
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
又
は
商
工
観
光
課
ま
で

お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
、

利
用
可
能
店
舗
と
し
て
広

報
し
ま
す
。

方
】

事
業
収
入
や
給
与

収
入
な
ど
、
収
入

の
種
類
ご
と
に
見

た
収
入
の
い
ず
れ

か
が
、
前
年
に
比

べ
て
10
分
の
３
以

上
減
少
す
る
見
込

み
で
あ
る
こ
と
。

収
入
減
少
が
見
込

ま
れ
る
種
類
の
所

得
以
外
の
前
年
の

所
得
の
合
計
額
が

４
０
０
万
円
以
下

で
あ
る
こ
と
。

減
免
期
間

令
和
元
年
度
及
び

令
和
2
年
度
分
の

保
険
税
（
料
）
で

令
和
2
年
2
月
1

日
か
ら
令
和
3
年

3
月
31
日
ま
で
の

納
期
限
が
設
定
さ

れ
て
い
る
も
の
。

■
お
問
合
わ
せ
先

税
務
課
課
税
係
☎

７
２
‐
１
１
１
６

■お問合わせ先　税務課収納係 ☎ 0997 － 72 － 1117

■お問合わせ先　商工観光課商工労政係 ☎ 0997 － 72 － 1115

↑クーポンデザイン（予定）

↑このポスターが貼ってるお店で
　クーポンご利用可能です
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☑7月のお知らせ

消防分署からのお知らせ
■お問合わせ先　瀬戸内消防分署 ☎ 0997 － 72 － 1190

鹿児島県／鹿児島県消防長会（鹿児島県内20消防本部）
鹿児島市消防局／薩摩川内市消防局／霧島市消防局／大隅肝属地区消防組合／大隅曽於地区消防組合

／伊佐湧水消防組合／出水市消防本部／阿久根地区消防組合／いちき串木野市消防本部／さつま町消

防本部／姶良市消防本部／日置市消防本部／南さつま市消防本部／指宿南九州消防組合／枕崎市消防

本部／垂水市消防本部／熊毛地区消防組合／大島地区消防組合／徳之島地区消防組合／沖永良部与論

地区広域事務組合 （お問い合わせは，最寄りの消防本部へ）

後援：

※階段は，寝室が２階以上
にある場合に必要です。

設置が必要な場所は，
寝室・階段等※です。

■設置する場所(例)

寝室

階段

■点検方法

ひもを引っ張ったり，
ボタンを長押しすると，
音声などで正常に作
動するかどうかを知ら
せてくれます。

鹿児島県内すべての住宅に住宅用火災警報器が義務付けられた

平成２３年６月１日から令和３年６月１日で 年を迎えます。
※ 住宅用火災警報器は，古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで火災を
検知しなくなることがありますので，機器本体を取り替えましょう。

九州一斉

10年経ったら
取り替えを！

住宅用火災警報器普及啓発キャンペーン実施中！


